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が参加している状況が見られます（図一5）。例

この10年位の間に美術館・博物館等の入館者蜘

倍に増加しています（図一6〕。
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　日本の文化や芸術を優れたものとして誇りに感じて

いる者は多く（図一3、図一4）、近年の文化への関

一仁、の高まりとともに、多種多様な文化活動に多くの人々
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文化立国に向けて

文化をめぐる諾状況（1）

より余暇時間（自由時間）が増大しており、生活の重

点をレジャーや余暇生活におく者の割合が高くなって

います（図一2）。

　今日、社会全体で創造的な個性や美的な感性が尊重

されており、すぐれた文化の所産に触れたり、文化活

動に参加することによって心の豊かさを求める傾向が

強くなっています（図一1）。また、週2日制の普及に

◆心の豊かさを重視する者の割合（図一1〕
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◆今後の生活の力点（図一2〕
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◆文化活動の参加体験と今後の参加意向（図一5）
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◆美術館等の入館者数の推移（図一6）
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文部省「社会教育調査」による。

（2）文化政策の推進

　今日、文化の振興を図ることは・我が国にとって最

重点の課題の一つであり、日本古来の伝統文化を継承

しながら、優れた芸術文化の創造・発展を図る文化を

重視した国づくりと文化を通じた国際貢献を行うこと

が求められています。

　文化庁に置かれている文化政策推進会議（芸術家・

経済界、学識経験者等47名により構成〕は、平成7年

7月、報告「新しい文化立国をめざして一文化振興の

ための当面の重点施策について一」を提言しました。

文化庁としては、今後この報告を踏まえ・文化振興の

ための諸施策を荊！趣的に推進していくこととしていま

す。

　　　　　　　　「新しい文化立国をめざして一文化振興のための当面の重点施策について一」

　　　　　　　　　　　　　　　〔平成7年フ月　文化政策推進会議報告）の概要

　　文化は国民一人一人にとって、人として生きるあかしであり、生きがし、てあるとこもに、一国にとうてはそ

のよって立フ最も重要な存立基盤の一つである。戦後50年の節目を迎え・新しい文化立国をめざして今世紀中

　に文化基盤を抜本的1こ整備するここが緊急の課題となってし、る。

　　そこで、文化政織進会議としては、以下1こ、今世紀中に醐すべき文化政策上の課題を示し・具体的な施

　策に関する提言を行うものである。

1．………術創造活動の活性化　　　　　①芸術水準の頂点を高める創造活動への支援

2．伝統文化の継承・発展

3．地域文化・生＝活文化の振興

4．

・5．

文化を支える人材の養成・確保一

文化による国際貢献こ文化発信。

6．文化発信のための基盤整備

②映像　音響芸術の活性化への援助

③国際的な芸術劇造活動への支援

④幅広し、芸術文化活動への助成

⑤企業メセナ等民間支援の促進

①国宝・重要文化財等の保存修理、防災施設等の充実

②国宝・重要文化財の活用の推進

③無形の文化財の次世代への継承と発展

④史跡等の保存・整備の拡充及び埋蔵文化財保護体制の整備

⑤文化財を取り巻く時代の変化に対応した文化財保護措置の拡大等

①「文化のまちづくり」の支援
②地域住民の芸術文化活動への参加の奨励こ芸術文化鑑賞機会の充実

③文化施設や文化団体の活性化支援

④学椥；おける芸術教育・文化活動への支援

⑤伝統的な生活文化の継承こ多彩な生活文化の振興

①若手芸術家の養成

②芸術文化活動を支える人材の養成・確保

③無形の文化財の次世代への継承こ発展（再掲）

④文化財の保存技術の後継者養成の充実

⑤学校における芸術教育一・文化活動への支援（再掲〕

一①芸術象や芸術団体の相互交流の櫨会の充実

②我が国が誇れる優れた日本文化の海外への発信

③国際的な芸術フェスティバルの推進

④文化財保護1こ関する国際交流・協力の推進

⑤内外の日本語学習者への支援

①国立美術館・博物館等の整備充実

②耕しし、国立文化施設の整備

③文化情報に関する総合的なシステムの構築

④文化に関百る研究機能の充実

⑤情報化の進展に対応した著作権施策の展開



（3）文化庁予算の充実

①文化庁予算の内容と推移
　文化庁が発足した昭和43年度の文化庁予算は総額

49億6，000万円でしたが、その後文化財保護や芸術文

化振興の充実、国立文化施設の整備等により昭和55年

度にはその8倍の400億2，500万円に達しました。・その

後、国立文化施設の整備が一段落したことや巌しい国

の財政状況もあって伸び悩んだものの、1昭和63年度か

ら再び増加傾向に転じています（図一7）。

◇　文化庁予算の推移（図一7〕

　平成8年度の文化庁予筑は対前年度12．3％増の750

億3百万円となっており、文部省一般会計予算の1・30

％、国の一般会計予算のO．10％を占めています。・分野

別では図一9のとおりで、全体の25．2％が芸術文化の

振興、72．3％が文化財保護の充実、その他が2・5％と

なっています（図一8，9）．。

　このほか、平成2年3月に創設された芸術文化振興

基金約612億円の運用益により、芸術文化活動に対す

る幅広い助成を行っています。

人件費：文化庁、施設等機関等及ぴ日本芸術文化振興会の人件費の合算額。

施設・費1文化庁及ぴ施設等機関等の施設費・文化財保存施設整備費及ぴ日本芸術文化振興会出

　　　　資金の合算額。
一般経費1人件費及び施設費を除し、た事業費そめ他の経費。

｛注）〔

　　　　　・（単位：億円）

）霧さは構成比（単位　％）
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◆総括表（図一8）

国　　の

文

一文一・

部　劣

化

〔・揮二成1比〕

　　　　　分

一　　般　　会　　計

国　の　一　般　歳　出

国　　　　憤　　　　費

地方交付一税一交付金

産業投資特別会計へ繰入等

緊急金融安定化資金

一般会計　1A〕

庁　　一予　　算　・（一8・）

　　　（白／一A〕

平成　8　年度

化兆1，049億2，400万円

43兆1，409億　100プヨ円

16兆3．フ51億9，700万円

r3兆6≡038億2，600万円

　1兆3，OOO億円

　　6；850億円

　5兆7，538億5，900万円

　　　750億．300方円

　　　　1．3晩

◆平成8年度文化庁予算く分野別〉　（図一9）

　　　　国立博物館整備週営害

伝統芸能等の伝承

そ　の　他
1．85一百万円

12．5％〕

　　　　　　　1－1，314百万円
　　　　　　　．（15．1一・鬼〕

　　　　　10，302百万円
　　　　　　｛14．一％）

文化財俣罰の充実
　一54213百一万円
　　　（72．3完〕一

芸術創造活動等の推進
4，566百万円

｛6．1％〕

平　成　7　年　度

70兆9，871億2．OOO万円

42兆1，417億4．OOO万円

13兆2，213億円

13兆2・、153億9，500万円

　2兆4q86億自，500万円

5兆6，393億700万円

　　667艶50肪円・

　　　1．18％

地域の文化振興
2，081百万円

｛2．目％〕

……術文化の振興　一

　13；936百万円
　　　〔2512完・〕

・τo噸万甲．
　　一9’4％

増減率

　　　518％

　　　2．4％

　　23．9％

　　　2．9％

　▲　46．O％

産
1一

早
1

2．O％

12，3．実＝一．

新国立劇場の確備推進
5，221百万円

（6．9％）

史跡害の整備・活用
2司，5oo百方円一

（32．1・完一〕・・．

．j

国立美術館
整備運営等

②地方公共団体の文化関係経費の推移
　地方公共団体における文化関係経費については・芸

術文化関係を中心として、大幅に増加している傾向に

◆（図一10〕

（億円〕

10，OOO

9，ooo

8，OOO

1，OOO

6．OOO

5，OOO

4，OOO

3．OOO

2，OOO

1．OOO

あります目

　こ．のユO年間で約3倍の伸びを示しています｛図一10）。。

含　計一

芸術文化
（一市町村〕

　　文化財
／肺町村）

芸術文化
〔都道府県〕

文化財
（都道府県〕

一平成60
61　　　62　　　63　　平元　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位1憤円〕
一　一1一一

・　，　　　一一　一・一　一＝．

一　　　　　　， 一一一一 @．．．■一一

r・醜自。 昭和6ヨ 繭62 醐6自一 平成元 平疎 ヰ醐一 平成4。平成5。　平成6

葦術文化 53「
439 6個

W22 1．050 1．．392 1．620 2．098　2．085　1；915

都道府県． 文化財
184 187 231

224一
313 268一

421 棚　　502　5r6

小．計 715 626 879・ 1．046 r，363 1．．660 之041 y523　2瑚．2湖

芸術文化 1．700 2，186 2，076 2，68B 2．915 3．320 4－093 4．873　6．083　5．52日

市町村 文化・財 3「9
363 383 421 一5蝸

617 ・860 819　　876　　826

小計 2．019 ．2，550 皇1459 3」109 3，463 3．937
4953 5，692　・6；96｛　6，354

台　　・計 2，734 3一「一丁6 3，33目． 4，1章5 4．826 5，597一 ㈱4． 8郡　2；5呈！．．8陣

国宝・睡要文化財等の　　　【一，。

保存蓼業の促進等

」．4一



（4）文化に関する税制

く芸術文化の振興と文化財の保護に共通する制度〉

頭　　項 内　　　　　　　　　　　　　　容 適　用。年

「芸術の公演・展示を8ら企画し、または実施す

るここ琶目的とする公益法人」及ぴ「自ら文化財の

保存と活用の事業を行うことを目的とする公益法人」 昭和51年4月～

が文部大臣の認定置受けて特定公益増進法人となる

ことがてきる（大蔵協…義が必要〕o
一般に損金算入される寄付金

額と同額がさら1こ一別枠で損金簗

特定公益増進法 「芸術の普及向上のための助成金の支給を行う公 入される｛法人税）

人 益法人」またはr文化財の保護のために助成金の支

稔または国際的な交流・協力を行うこと査目的とす 個人の寄付金が所得控除され

る法人」が文部大臣の認定を受けて特定公益増進法 る（所得税〕

人とな葎ことができる（大蔵櫨言嚢が必要〕o 平成元年4月～

・r日本芸術文化振興会」が特定公益増進法人こし

て認められてし、る。

「芸術の普及向上または文化財の俣謹を主たる目

相続税の非課税一
的こする法人で文部大臣の認定を受けたもの」に対

する相続財産薯の寄付にっし、ては相続性は課されなし、
非課税 昭和52年4月…

「日本芸術文化振興会に対する寄付」も同様。

「重要文化財の修理及ぴ防災施設の設置の費用に

充てるために公益法人が募集する寄付金」が犬蔵大 寄付金の全額が損金に算入さ 昭和40年4月～

目の個別の指定を受けて指定春付金となり得る。 れる（法人税）

指定寄付金 一　I　I　■　I　’　’　■

一「一定の公演・展示及ぴ稽古場の建設費用に充て 個人の寄付一金が所得控除され

るために公益法人が募集する寄付金」が大蔵大臣の る（所得税） 平成元年4月～

個別の指定査受けて指定寄付金となり得る。

出損金が特定公益増進法人と

・同様の取扱し、となる｛所得税・ 昭和62年10月…
「芸術の替及向上1こ関する業務｛助成金の支給に

法人税）

認定特定公益信
限る）」または「文化財の保存及ぴ活用に関する業

1話
務｛助成金の支給1こ限る〕」を行うことを目的こ百

る公益信託が文部犬覧の証明及ぴ認定を受けて特定 相続または遺贈により取得し

公益信託となるこ～＝ができる。 た金銭を出損した場合、相続税

の言葉税価格の基礎に1算入しなし、
昭和33年ro月～

（相続税）

所信税の非撃頚．
「一定の芸術に関する顕著な貢献を表彰する資金」

について、受賞巻の所得税が非課税となる。
非課税 平成2年4月川

〃

く文化財の保護に関する制度〉

事一　項 内　　　　　　　　　　　　　　　容 適用年

r個人が、重要文化財として指定された動産また

は建物乞国・地方公共団体に譲渡した場合」、譲渡 非議税（所得税）

所得に所得税が課されなし、。

譲渡所有の非課 平成4年4月川

税等 r個人が、未指定有形文化財のうち、重要文化財 平成9年12月

と同等の価値があるものこ認められるもの及び重要

有形民俗文化財を平成9年12月31目までに国に譲渡
1／2課税（所得税）

した場合」、譲渡所得の1／2が控除される。

譲渡所得の特別
「重要文化財として指定された土地及ぴ史跡名勝

天然言己念物」に2．OOO万円の特別控除または損金算
2，OOO万円め特別控除（所得税〕

2，O00万円の損金算入（法人税〕
昭棚5年4月～

控除等
入が認められる。

「重要文化財として指定された民家及びその敷地

相続税の軽減 のうち、所有者の居住の用に供されてし、るもの」の
相続財産評価額の60／100を控

除
昭和60年4月～

相続税1ごっし、て相続財産評価額を軽減してし、る。

「重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、名勝

もしくは天然記念物等または地方公共団体が指定し

た文化財1こ係る一定の土地等または伝統的建造物群 非課税

保存地区内の区域内の一定の土地等」にっし、ては地
地価税の非課税

価税が課されなし、。 平成4年1月～
等

I　I　一　’　1　■　’　’

「非課税とされる文化財に準ずるもののうち保存 課税価格に算入冒る金額が土

及び活用を図るぺさ一定の文化財に係る±地等」に 地等の価格の2分の1に軽減さ

つし、ては、課税価格1こ算入する金額が減額される一 れる

「重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天

然言己念物として指定され、もしくは重要美術晶とし

て認定された家屋またはその敷地」については、固
昭和25年4月～

定資産税が課されなし、。

固定資産税の非
非課税

課税
「重要伝統的建造物保存地区内の伝統的建造物

（風俗営業に使用されるものを除く。〕で、文部大臣

が告示するもの」にっし、ては、固定資産税が課され
平成元年目月一

ない。

η



l1芸術副遣活動の振興

（5）文化庁の組織

　文化庁は、l1召和43年に文部省文化局と文化財保護委

員会を合わせて設置されました。文化庁は次のような

◆文化庁の組織（図一11）

組織をもって文化の振興及び文化財の保存・活用に当

たっています。（図一11）

一。｝■▼

…邸大堅
1　　　　．一

，。一一一。，…冊■螂＾一：

内部部一局 施設等機関等 審議会 特殊

（定員201人〕 （定員545人〕 法人

’■　　l　1冊
煦黶D 国語審一議会

」日本幸術院 一著作権審議会
二日本部求化鰯会

i定邸27人〕

長富官房 文化部　　　　　　文化財保護部 審教法人
審　議　会

r市I一」1 f岸，w
睦

ザI0’．州「制　　　長 一軍車国一詰・ 文化財保…蔓
長一1

至
］
．
・

研　究　一所 審　議　会
i

苗文化膿館 1束1京国立
俺　物　館・

京都国車
博一物　館

、■一■■．デ・r一一一■L■I ■I…冊　　　　　一 �h．。・　　＿

11；1覇一 　　　。一D術文化。．．．． ．．肺．文化’． 奈良国車
惇物　国＝

I．花政策 ．雛逢1
」1化鯛 東京国立一

一画． 一近．代美術館・．

’一

・討 ．扇文化振興葦 及助成1
京部・国．立

ﾔ代美術館。
」　　　一一　　　　■　■　　一　■

国　雷　1
肝念物課 国立一西一洋

条　術　館1

作・権一

ト術上芸ギ　　　　　一
国立国一際
美　術　館

一

‘

瞳鱗倦．・ 鯉＝造物；≡ll ．東京国立
丁
1

文化．財研究所

奈．・良国立
一文化財研究所．
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平成3年慶未定員746人
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（1）芸術創造活動の支援のための施策の概要

　芸術創造活動は、もとより、芸術家・芸術団体の自

由な創意により行われるものですが、質の高い芸術活

動を継続的に展開し、芸術水準の向上を図るためには、

芸術創造活動への支援、一 |術家の育成などの条件の整

備が不可欠です。このため、文化庁では次のとおり芸

術創造活動の振興のための施策を実施しています。

施　　　　　策 翻．　　　要 8一年度予算額

●芸術済動の支援 （百万円〕

アーツブラン21 3．206

①芸術創造活性化事業

a．芸術創造特別支援事業 我が国の芸術水準の頂点を高める上で直接的な牽弓1カと 「．017

なるここが期待される芸術団体の年間の公演活動1こ対冒る

総合的支援を行う。

b．国際芸術交流推進事業 海外つエステイパル等への参カロや二国間舞台芸術交流な
874

ご国際芸術交流を推進。

C．芸術創造基盤整備事業 各芸術分野の統括団体が行う人材養成・研修、調査研究
314

事業なご、芸術文化のソフト整備を支援。

②　舞台芸術振興事業 日本芸術文化振興会〔芸術文化振興基金〕1こ対百る補助
11001

金により、創作性の高し、公演を支援。

●芸術家の育成
531

①芸術家在外研修 音楽、舞魔、1寅劇、美術、舞台美術等の各分野の若手芸 （η8）

術家を海外に派遣し、専門分野における実践的な研修の機

会を提供回

②海外芸術家招へし、研修 海外の若手芸術家琶招へし、し、我が国にお．ける研修や我

が国の若手芸術家この交流の機会を提供。

③芸術インターンシリブ 各分野の若手芸術家に国内専門研修施設等における研修

の機会を提供。

●　芸術祭 広く一般に優れた芸術作品を鑑蜜百る機会を提供ヴるこ 199・

こもに、芸術家1こ意欲的な公演発表の機会を与えて芸術の 〔311）

創造と発展を図るための芸術の祭典。

・O．アジデ・アート・フェスティバル アジア近隣言書国から現代舞台芸術等琶招へいし、我が国

の芸術家・芸術団体と共演を行う。

●　芸術家の顕彰 8本芸術院、芸術選奨、芸術作品賓等口

●　美術・映画の振興

①優秀美術作品の買上 新人作家の美術作品琶買し、上げ、創作意欲を高めるとこ
「
1

も1＝各地を巡回展示し、現代美術の動向を広く一般に紹介。 一（11〕

②　優秀映画上映支援事業 大手映画会社の系列配給網に乗りにくし陶立プ□製作に 19．

よる未公開の優秀映画にっし、て、その公開上映に必要な経 （19一〕

費の一部を援助。｛対象13作品〕

③優秀映画作品賞 優れた日本映画及ぴテレビ用アニメーショーン映画を顕彰。
20

（長編映画10作品、短編映画・子供向けアニメ映画併せて 〔20〕・

5作品。〕．

④東京国立近代美術館フィルム・セン
741

ターの充実
（フ35〕

a．特別企画上映 フイ」しムセンターめ常設上映事業として、古典的な作品

を公開するなど・特別企画上映琶実施。（年間120回上映）

b．映画製作専門家饗威調査硫究 フィルムセンターにおし、て、映画製作専門家を養成する

ための講座の閑談に伴う間菌点等にっし、て調査研究を行う。

e．優秀映面鑑強機会の全国ネリト

ワークの構築 で上映を行う。（100会場〕。

d．近作目本映画の字幕作成事業 　　　　　　　　　　　一Dれた近作日本映画琶世界各地の国際映画祭に現地の字

幕を付けて出品し、日本映面の紹介を行う。（4作品〕

J3



（2）「アーツプラン21」

　従来から実施してきた芸術創造活動への支援召礫を

平成8年度に「アーツプラン21」と再編し、抜本的な

拡充を図りました。

　　　w‘片・■｝　■一’■　　　I　　　■I

－r－1デ・’リプラン〃．」1

　　　　　　一一≡さ　＿＿　一曲・一．o

1一芸術。創造活性化事業
　我が国の芸術水準を高める上て直接的な牽弓1カこなる公演活動が期

　待される芸術団体1こ対する重点支援や、国際芸術交流の推進・芸術

創造基盤整備への支援各実施。

意欲的な公演活動への取組み1こより、我が国の舞台芸術の水準向上

を図る上で、直接的な牽弓1力となることが期待される芸術団体を対

象に年間の公演活動を総合的に支援

②国際芸術交流推進事業
海外フェスティバルの参加等の海外公演や、二国間の芸術交流を支

援

③芸術創造基盤整備事業
若手芸術家の養成・研修、芸術活動の調査研究なご統括芸術団体が

行うソフト基盤の整備を支援

2　・無一台1芸術振。興事業。て補助。金＝〕 日本芸術文化振興会（芸術文化振興募金〕1こ対する補助金を創設し、

我が国の舞台芸術の水準g向上1こ資百る優れた公演への支援を拡充。

「アーツプラン21」シンボルマーク

0rt“lao21

　2ユ世紀に向けて、文化を亜視した国づくりを進め、文．

化にタる・国際買敵を来たしていくため、芸術創造の炎が

太陽のように限りなく燃え広がるイメージで構成一したシ

ンボルマークです。

（3）芸術家等の養成、顕彰

①芸術家等の養成
　文化庁では、各分野の若手芸術家に、その専門分野

における実践的な研修の機会を与えるため、不言己のよ

うな研修を実施しています。

制　　　度． 内　　　　　　　　　　容 研修員数（8．一年度予定〕一

芸術家在外研修 美術・音楽・舞踊・演劇・映画・舞台美術等・7一トマネージ 1年派遷。　　　一48名

メント分野の新進芸術家を海外に派遣し、その専門分野における 2年派遣　　　　　8名

実際的な研修の機会を提供。 3年派遣．　　2名
特別派≡竃　　　　乏。名

r年泥道、2年派遣、3年派選、特別研修（3か月〕の一種が

あり、昭和2年度から平成6年度末書＝てに858名香派遣。 研修成果の発表4公演。

（平成3年度より研修成果の発表機会も提供〕

芸術インターンシリプ 美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台美術等、アートマネージ 64名

メント分野の新進芸術家に日本国内の専門研修施設での研修ほか・

研修生の創意工夫を活かした研修の機会を提供。（平成3年度～〕 研修期間　　　10か月

海外芸術家招へし、研修 我が国におし、て研修を希望する海外の有望若手芸術家を積極的 アジア地域　　　15名

1：招へし、し、我が国における実技琶中心とした高度な研修や、我 欧米地域　　　　7名
が国の若手芸術家との交流の機会を提供。｛平成．2年度川〕 研修期間　　　3か月

6か月

1　年

小林紀子バし工・シアター公演「シッデレラ」より
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②芸術家等の顕彰
　優れた葉繊を上げた芸術家等の功激をたたえるため、

各種の顕彰歯一』度が設けられています。

名　　・称 内　　　　　　　容　　　　　　　等 発一．定年度

文化勲章 文化勲章は・文化の発展に関し勲綴卓絶な者に対レ、文部犬重が文化功労者選考書 日石印12年度

査会の意見琶聞し、て行う推薦1こ基づき内閣が決定し“授与。

@芸術分野では、美術、．文芸、音楽、演劇等が対象。

文化鰍革受賞者は、原則こして前年度までの文化功労者の中から選ばれる。

文化功労者一 文化功労者制度は、文化の向上発展に関し特に功績顕著な者に終身年金を．支給．し、 昭和26年度
これを顕彰するため1こ設けられたもので、対象分野は文化勲章と同様。

日本芸術院 優れた；≡…術家を優遇顕彰するための栄誉機関。 大正8年度
大正8年に帝国美術院こして創設され、その後帝国芸術院に改組されるなどの拡充

琶経て・日石印22年に現在の名称1こ変更された口

現在・院長1名と美術、文芸・音楽・演劇・舞踊の各分野からの会員120名により
構成。

また、会員以外の顕著な業綴のあるものに「恩賜費」、一r日本芸術院貧」を授与。

一文化関係功労者顕彰1 文化活動に優れた成果を示し、文化の振興に貢献した者にっしrて、文化庁長官が表 昭和61年度
移し、又は慰謝状を授与。

」地磁文化功労者表彰． 全国各地域におし、て・芸術文化の振興・文化財の保護に尽力す奉など地域文化の振 昭和58年度
興に功綬のあった個人及ぴ団体に対し、その功績をたたえ、文部大臣が表彰。

一芸術選奨 演劇、映画、蓄楽、舞踊、文学、美術、古典芸術、放送大衆芸能、評論等の10分野 昭和25年度
にあいて、その年に優れた業績をあげ、新生面を関し、た者1こ、芸術選奨文部大臣費及

ぴ芸術選奨新人賞を授与。．

芸術作品費 媒体芸術の分野における芸術活動の水準向上とその発展に資するここを目的に、ラ 昭和60年度
ジオ・テレビ・しコードの各部門1こおけるその年の優れた作品に、文部大臣が芸術作
品賞琶授与。

一優秀映画作品負 日本映画及びこごも向けテしビ用映画の質的向上と発展を図るため、優れた作品1こ 平成2年度
文化庁長官が優秀映画作品賞琶授与。

・創作奨励賞 舞台芸術各分野におし、て独創的な優れた舞台芸術創作作品を広く募り、優秀作品に 昭和53年度
文化庁長官が創作奨励費を授与。

優秀美術作品買上 美術作家の創作意欲を高めるた砂、一 V人作家等の絵画や彫刻等の優秀作品を買し、上 昭和34年度
げ、文化庁主催地方巡回展て公開百るほか、国立美術館1こおし、て収集・展示。

（4）芸術祭

　芸術祭は、広く一般に滅鰯、音楽、舞踊等の優れた

芸術作品を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術家

に意欲的な公演機会を提供して芸術の創造・発展を図

●平成フ年度実施内容

ることを目的に、昭和21年以来、毎隼秋に開催されて

おり、平成7年度に第50回を迎えました。

○主催公演 「第50回書弓念芸術祭祝典一古典芸能への招待」

動作委嘱公演「オペラ1モモ」、rバレエ＝Z　EAM　l」、r現代邦楽：和楽器の可能性」など計20種

の公湊を実施

○参加公演 演劇、音薬、舞踊、演芸部門計119公演参加

※授賞内訳

大賞 優秀賞 新人費

演劇 一
「

。3 1

音楽 1 4 1

舞踊
O 4 1

演芸
1 4 1

計
3 15 4

○協賛公演 演劇一5、書薬一16、舞踊一3、演芸一5 計29公演

　半成8年度以降は、放送部門が加わるとともに大阪

でも参加公演を実施するほか、アジア地域から現代舞

台芸術団体等を招へいして「アジア・アート・フェス

ティバル」を開催します。

芸術祭第50回記念公演｛平成7年10月〕オペラ「モモ」

j6
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（5）芸術文化振興基金

　芸術文化振興基金は、芸術・文化の振興又は普及を

図る活励に対する援助を継続的・安定的に行うため、

平成2年一3月に創設され、政府出資金500億円と民間

●平成8年度助成対象分野別採択状況

からの寄付金約ユ12億円の計約612億円を原資として、

その迎用益をもって次のよ一うな多種多様な芸術文化団

体等の活動を助成しています。

｛平成目年5月現在∋

助　威　如　象　分　爵 応募・件数 採択。件．数 助成金交付籟
現代舞台芸術創造普及活動・ 柵目件 203件 7億6．脳O万円

［嚢義1 　　　■@153件

u
　
　
■
　
　
■
　
7
4
件
　
2
6
1
件
■

邑3件

35件

伝統芸能の公開港動’
I　■I■

11睾件

ll1111111

．：舞台芸術等の活動 67件
一　I　阯　I　■　．　．　一　．　■　’　．　’　’　’　1　．　’　I　■　■　一　■　I　I　■　■　I　一　■　’　■　’　’　I　’　一　一　1　I　一　一　I　－　I　一

35件
．萎術の創翼賛及清助　　　　　’■■’一■一，I一．■一II■’■““’I’I　I一■一I　I－I　I

1一 窒P，110万円　　　　一　■　I　I　．　■　．　．

阜。件 34件 阜．30ロー万円

、貞禦的．実験的募硬創造活動

@芸術の国際共同・交流着藪’一．
黶D，■I11一一’’’一．一．一■．’一一’．一■一一■I■一’’．．■■一

．理件 1．01件 1億2’100万円
　　　　55件一’．■一一一一’」．■．一一一’ 　　　　24件一　．　一　　■　■　■　　■　　一　　一　一　一　’　　一　　一　一　I

小一　　　計

　　　　1億1，350万円■■I■一■一一■一皿’’■■．．一一一一一一

942件 一〇〇件 11億6，700万円
．．繍魍．。（瓠畷艶11。．．．、．．．．．、．．．．

11件 3件
．．鰯蠣．懐］．腰萎型二．．．．．、．、．．、．．．．．．．．．．．．

フ．500万円　．　■　．　．　’　．　．　’

9件 2件
峡繭の製作活動

1．OOO万円

ことも向けテしピ用アニメーシ⇒一ン

一映画（一策1一回募集分＝〕 3件 ○件 ○万円

．一1■1■’’■■一一一一一’一一一■0－I一’一．一■．■■一一一一一　一

・小　　　　計 ■I’I’一■一一I一一’ 焉D■．

@　　　2畠一件
■　一　．　．　一　’　．　■　■　■　一　一　1　－　1　－

@　　　5件
’’．．．．一一■一一一　一　I．一　’　一I　■一1■’

@　　　　目、500方一円
．．里壁塗ヒ堕聖公演・展示活動。．．

235件 169傑
地域文化関係の活動 アマチュア等あ文化団体活動

．i．優21榊万円

■一一一四一■■ ｱ1I1一一．一．一II一‘’一一一一一一1一’一．一一一一

　　　　25目件一一‘一一一一一I■’一’’’一I 131件
一一一■’一一．一一一一■一一一一

1億6．目70万円

小　　　　計 4目3件 350件
■　一　一　I　　■　■　■　一　　一　■　’　．　．　■　一　．　一　一　　一　一　一　　一　　一

@　　3億9，310万円
＿一姪塞堕象琶二興垂里塚宣童屈漬動 10件 2，190万円

、．駿茎‘嚇鯉互蚤願堕．、．．．．＿．．．．．伝続工芸技術一・文化財保存技術の保一．I

。25件 23件 1，520万円
文化財関係の活動

存伝承等活動■■■一』一．．■二■一．一’■I一■I－I‘一．．■I一■一’■．．■ 13件 13件 4，530万円

小　　　　計
一　一　I　■　一　’　一　■　■　1　■一　一　一　一’

@　　　珊件
．．一一■一一一一一一一■■1I @　　’．．．一一I一一一■11■■1I1‘．．．■一

蝸件’ 目240万円
含　　　　　　　計 1．．晩件・．． 醐．．俳一 1禰2一一 ｵ病由一一

●芸術文化振興基金の仕組み

日本芸高文化蜻四書

直　幅　　　　　丁’帖．「高1T一一

属　朋

……術文化塩田墨壷

撒席出曲金〕

　500僅円

｛民国の緕開韮〕

　11幽門

一向冑腹慎砺サ十ヒス；

国立国岨雪

芸拓文化活蜆

誼揃団俸

文化団体

モ。他

芸術文化振興裏金

シンボルマーク

　…≡1揃を眠りなし、一バウーセ、乃蛮く未来1こ

円かって育成否る日。このイX一ジ看AR†の面責
文字のA・と、無一 ﾀ大あ言自号。こいう工しメント

で橘成したシンボルマークで百p
　色彩は耕しし、時代の知性こ．、深し、伝続の心を

温かし、ブ几rで表現しました。．

鵜田繁嬢｛グラつイリク・デ号イナー〕

（6）民間による芸術文化活動への支援

①企業等による文化活動への支援（メセナ活動〕

　近年・企莱の社会貢献意識の高まりに加えて、経済

の発展には文化の側面が不可欠との認、識が強まってい

ることを背景に、自ら芸術文化専業を実施したり、芸

術文化活動を支援するなど、メセナ活動を行う民間企

業が±曽えてきています。

メセ・ナ活動の形態

①・芸術文化関係の財団の設立や公益信託の設定1二対頁る出資

②　芸術文化団体の活動に対する寄附、宣伝広告の一環としての協賛・魅力

③　美術館や劇場・ホールなど文化施設の整備

’④音楽会や展覧会等の芸術文化イベントの開催

⑤芸術文化活動の場としての自社施設や自社機器材の提供

⑤社員の社会貢献活動への参加の支援

◆企業メセナの実施状況〔図一12〕
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◇資金援助総額（図一13）
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②メセナ活動の活性化
　企業のメセナー活動を支援するため、平成2年4月に

文部省所管法人として社団法人公菜メセナ協議会が設

立．されました。

　企業メセナ協議会は特定公益増進法人に認定され、

同協談会が認定した芸術文化団体の． ?ｮに対する寄付

金に税制上の優遇措置が適用されることになってい

ます。

平成3年度平成4年度平成5年度平成6年度

㈹企業メセナ協…彊会「メセナ自習1995」1こよる。

③助成型財団による支援
　民間企業が基本財産を出資し、さまざまな芸術文化

活動に対し助成を行う鰯’國（助成型財団〕が近年増え

ています。文化庁では、これら相互の連携と国や関係

機関との協力により助成事業の一月の充実を図るため、

昭和63年に芸術文化助．成財団協議会を設立した。平成

8隼5月現在、22法人が加盟しています。

∫8
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111地域における文化の振興

　近年、心の豊かさを求・める国民の意識が高まるなか

で人生に愉しみと潤いをもたらすものとして、文化に

対する関心が．ますます高まっています。こうした気運

を背娯として、文化庁では、優れ・た芸術文化に身近に

接することができ、地域に根づいた芸術文化活動が活

発に行われるようにするため、平成6年7月、地域文

化振興課を新設し、地域における個性生かな芸術文化

の振興、文化の国際交流の促進、文化を支える人材の

育成など地域における芸術文化の創造、蓄稲や発信を

促進しています。

（1）一地域における文化の振興のための施策の概要

施　　　　繁 内　　　　　　　　　　　　　容 平成8年摩予算額

①　文化のまちづくり 地域の文化遺産などを活かし革がら・地域に根ざした特色ある芸 6億4，663万円

事業 術文化活動を活発にし・優れた芸術文化を身近に鑑賞て1さるように

ずることを通したまちづくりを文化庁と地域が共同して実施する。

一②　芸術情報プラザ 公立文化会館が自らの企画により優れた舞台…書1術の鑑賞機会を提 6，291万円

供できるよう、公立文化会館に対し、芸術家・芸術団体に関言る各

種の情報を提供百る。

一③　国民文化祭 国民一般が打ってし、る各種の文化活動を全国的な規模で二堂1こ集 2一 ｭ1，166万円

め・相互に競演・交流・発表百る場として都道府県等との共催で開

催する。

④全国高等学校総合 高等学校における芸術文化活動の振興に資百ることを目的として、 2，964万円

文化祭・ 高校生の文化活動の全国的な発表の場一として、全国高等学校文化連．

盟、都道府県との共催により実施百る。

⑤　「国際畜楽の目」言己． 「著薬文化振興のための学習環境の整備等に関する法律」て定め 4，034万円

念事業 られた「国際音楽の目」（10月1目〕の趣旨の普及を図る為、音楽

関連事業を文化庁と地方公共団体等が共催で実施し、国民の間に音

薬にっし、ての関心と理解を深めると共に音楽を通じた国際相互理解

を促進する。

⑥国民文化国．際交流 国民文化祭と全国高等学校総合文化祭の事業を中心として、海外 1億821万円

事業 の青少年及ぴアマチュア文化活動の指導者等の招へし、、泥道及ぴ研

惨事業を実施。

⑦　芸術鑑銭教室等 優れた舞台芸術を各地域に派遣して、広く国民に鑑賞する機会を 8。億8，623万円

提供するため、次の4種類の事業琶実施してし、る。

①lO～13歳を対象と百る「ことも芸術劇場」

②14川19歳を対象とする「青少年芸術鰯場」

③　中学校の学校現場に優れた舞台芸術を派遣冒る「中学校姜≡術鑑

費教室」

④広く。国民一般を対象とする「移動芸術祭」

⑧　芸術文化指導者派一一 地域におけるアマチュア文化活動の振興を図るため、音楽、演劇、 338万円

運 舞麗、美術等の指導者を地域の要…音に基し、て派逮する。

（2）文化のまちづくり

　この事業は、地域の文化遺産な．とを活かしながら、

地域に根ざした特色ある芸術活動を活発にしながら、

文化のまちづくりでは、次のような事業を支援しまず。

身近に優れた芸術文化を鑑賞できるようにすることを

通じて「まちづくり」を行うものです。

①新たな芸術文化の創造活動

②地域の文化施設を活動拠点こする優れた芸術団体の育成

③芸術文化の地域間交流

④国内外の芸術家の滞在による創造活動

⑤　地域の美術館等における企画展、公募展等の充実

⑤　その他継続的で、特色のある芸術文化活動

○文化のまちづくり．概念図

文化のま＝ちっ一くり
／、

・Aタイプ

ー地域φ文化通産着基嬰とレた新たな芸術文

1世。〕創造・晃聾活動の活性化琶遇した冒…ち

っ．く」り

一自タイプ

n蟻に根さレ賀芸術文化む剛華・乗轟活動

一の活性化畳週したま盲づくり

・他地埠・とΦ舞台

芸術の交流会零

・地蛙住民から一の

応勇による芸術
団体側股及ぴ育
成零

・醐作漕動と発表
等

■＼ 〈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一．一。＝u　一

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地理の文化堕．誤地域・鵬術文化1団体　　鵬の有形’熱形の文化財一　。．文化ホール・、・二「」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・美術館・・博物館　’．トー二，

@　　　　　歴史・申・文化的な風土や自・然・環境等

地域の文化的預・蝿

■＼

地域の文化的預蝿

2θ
2J



（3）芸術情報プラザ

　芸術情報プラザは、芸術家・芸術団体の公演惜報資

料の作成など情報提供事業の実施、アートフェア（舞

台芸術見本市〕の開催のほか、各地域の公立文化会館

が企画する自主的な舞台芸術公演に関して的確なアド

バイスを行えるアドバイザーを設置するなど地域にお

ける芸術文化活動の支援を行っています。

町＾ZA

N訂

○プラザネットの運営

バソコツ過個ネリト箏一ク
「芸術帽細プラザネリト」告
週當し、円滑な値報交換暴行
し、壁百。

芸術情報プラザの主な活動

○情報詰の発行

公立文化施設に閲する撤々な
個軌；≡…術駅・芸術団体。ホリ

トな情報野蛮掴舳しだ悔報監
査発行し目ミ百

ロニ・

　　PA＾OPトー1．■≡1■

○資料コーナー

芸術家・芸術固体のチラシ、
バンつしリドなどの画料蚕届1
宗しま百。

　　V■DEO

○ビデオによる公演情報

芸術諏・芸術団体による具体
的な公演内容のピテオ香閲晴
で膏註すロ
ビデフr常］’乍も｛ラし、昌…百。

式 ＾R1－

F＾凧

　　　　　　　　　（飴芸槻本市〕　　専門的な知舵持つアドバイ公演企醐よりスム＿スに行
　　　　　　　　文化施般と芸術鼠・芸術団体　　ザーリースタリラをプラ甘肉に　　えるよう伸介や支掘看し目…豆口
　　　　　　　　ω皆撫が直撞悔報宜換を行う　　置盲、こ相験に応じて、適切
　　　　　　　　ことがで言るアートフェア　なアドバイス看行いま百。
　　　　　　　　｛囲台芸術見本市）匿閲他し
　　　　　　　　ま百。

　　　　　　　　　　　　　　　芸術情報プラザ｛社団法人全国公立文化施設協会〕

　　　　　J　R上野駅から徒歩5飢営団地下鉄稲荷町から徒歩2分　東京都台東区東上野5－2－2　日木生命東ピル6F

　　　　　　　　　　　　T　E　L　O卜3脳ト万91開設時間AMlO：OD～PM4＝OO｛土・日・祝日は休業〕

（4）各種巡回公演

　文化庁では・巡回公演を行い・地域に質の高い舞台　　と向上を図り、各地域における芸術文化の調和ある話

芸術鑑賞。の機会を提供することにより舞台芸術の普及　　展を進めています口

　●巡回書業｛中学校芸術鋳貨教室Iこども・青少牟芸術劇場　移動芸術祭〕の概要

区　　分 中学校芸術鑑賞教室 ことも芸術劇場 き少年芸術劇場 移動芸術祭
中学校の生徒及ぴ父母

対　　　象
10歳～13歳 1－4歳～19歳

※小学生〔高学年）
・一 @　般

※中学2年生以上
中学1～2年生

オーケストラ、合唱、演
劇、ミュージカル、邦薬・

オーケストラ、音楽側、

合唱、パし工、児童鰯
オーケストラ、オペラ、．

バレエ、新劇、歌舞伎、
オーケストラ、オペラ、

邦舞、文楽
新劇、バレエ、ミュージ

種　　目 能・狂言、文楽，大衆…1…

能、邦楽・邦舞
カル、文楽、歌舞伎、邦
楽，一邦舞、能楽、モダンー

【計6種目】 【計5種目】
ダンス、大衆芸能

【計9種目】 【計11種目】

平＝成7年度

公演実綴
47回 410

25回 111回
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（5）国民文化祭

　国民文化祭は、全国各地で国民一般の行っている各

種の文化活動を全国的規模で発表し、競演し、交流す

る場を提供することにより、国民の文化椿動への参加

の機運を高め・新しい芸術文化の創造を促すことを狙

いとした祭典です。

　国民文化祭の事業には、文化庁、開催都道府県、開

催市町村及び文化団体等の共催による主催事業と、国

民文化祭の趣旨に賛同した地方公共団体等が実施する

共催事業があります。

◎第10回国民文化祭の概要（平成7年10月2フ日一11月5日・栃木県〕 ○開催実績及ぴ開催予定県

1　主催事業

○総合フェステイバ几　　・オーブニンクバし一ド

　　　　　　　　　　　・開会式・オ」プニンクつエスティバ九
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿．．週鐘．＝痩ン建立ニレ、．．．．．．．．．．．．．．．

O一シンポジウム　　　　　・道と文化

　　　　　　　　　　　・リゾートライ〕と文化溝動

　　　　　　　　　　　・古代の一地方文化

○分野別フェスディバ几
［音楽］

［演劇コ

［岳統芸能］

［伝統文化］

［洋舞コ

［文芸〕

［映像］

［美術コ

［生。活文化］

［文化一般］

　・吹奏楽の祭典

　・国際ジャス〕エスティ・バル

　・演劇・人形劇祭一

　・・邦薬の祭典

　・三とちき能楽祭

　・と盲き茶華道祭

　・パし工・モダーンダーンス祭

　・文……祭

　・全国映画の祭典

　・美術展

　・生活文化総合ウエスティバル

　・国際おもちやつエスティハ」し

　・工業テ’サイン。ウエステイパル

なご27事業
（参加者1，1目個体1日．629人　応募数6ヨ．3蝸点　観客数596，069人

協賛璽業 　22奢隔県にあし、て、コンサート、美術展な．と291の事業

が第10回国民文化祭揮輿窮糞として実施され戸。

回峰度1） 鹿催地 蘭催期間

第1回．（昭61） 東京都 61．．11．．22～1Z1

第2一回｛昭62） 熊本県 62．10．2－1－O．1－1

第3。回（昭瑚 兵庫県一 63－10．2乞ん11．3

第4回（平元〕 埼玉県 元．11．2～11．12＝

第5回（平乞〕 愛曝県 2．10．19－10；28一

驚6回。〔平3） 千葉県 3．11．r6～一 P125

第7回1平4〕 ・石川県 。4．1．O．24～11．3

第。8回一｛一平二5） 岩手県 も．10．トrO．17

算9・向（平6） 三重県． 6．10．22～10．30

第10回（平7） 栃木県 7．10．2ト1－1．自．

第11回｛平8一） ．富一

R県 3．9．28」10．一7

集12回1平9） 香』1．1県 9．1P．25～11．3’

第13回（平1－O〕 大分県 10．lO．21～10拠

第14回（平11〕 岐阜県 11．10．23～11．3

劇5回（平12〕 広島県 未　　定

第16回（平r3） 群馬県 未　　定．

第17回1平④ 鳥取県． 未　　定

第10回国民文化祭・とちぎ95「開会式’オ■ブニングつエスティバル」

23



lV　国語に関する施策

（1）一 糟齊{策の改善

　現在彼われている「常用漢字表」、「現代仮名遣い」

などは、昭和56年から平成3年にかけての国語審議会

答巾に基づいて定められたものですが、漢字使一用の

「目安」、仮名遣いの「よりどころ」といった緩やかで

弾力的な性楕のものとなっています早

●国語審議会の主要な答申と実施状況

　平成5隼工1月には、「新しい時代に応じた国語施策

の在り方について」諮問がなされ、これを受けて国語

審議会では現在、「言葉遣いに関すること」、「情報化

への対応に関すること」、「国際社会への対応に関する

こと」を中心に審議しています。

箸一　中 環行め内閣告示■目11肴

11義1齢：1
常用漢字表

（昭56．3）

常用漢字表

（日召56．10〕

送一りがなのつけ方

（昭34、刀

改定送り仮名の付け一方　　　　　送り仮名の付け方

（日召47．6〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目名48．6）

　　　　　　　　　一
現代かなづかし、

（田召21．．1「〕

改定現代仮名遣し、

｛日召61．3〕

・現代仮名遣し、

｛昭61一．7）

そめ他‡記に関連

す育事項

外来語の表記

（平。3．2〕

外来語の表記

（平3．6）

・一

≠P・一イ．ム

　　ノー

　　；i一ヨ1一』O　　＾“．一一1
’’町
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外国人に対する日本語授業風景（写真提供㈱国際目本語普及協会）

（2）外国人等に対する日本語教育の推進

　国内における日本語学習著数等は（図一14，15）の

ような推移となっています。また、海外においては、

外務省の調べによると、平成5年度現在約162万人が

日本語を学習しています。

　このような状況に対応して、文化庁では、日本語教

育め充実向上の基本となる教育内容や教育方法の改善。

充実を図るため、調査研究を行うほか、中国婦国者の

ための日本語通信教育を実施しています。また、国立

　　◆　学習者・教員数の推移（図一14）

　35，OO0

　30，OO口

学15．ooo
習
者70．ooo

．65，OOO
教
員日O．OOO

数5日．ooo

人50．OO0

　45．OO0

　40．oo0

　35．OO0

　30．OO0

　25，OO0

　20．OO0

　15．OO0

　10，OO0

　5．ooo

　　　o

10．3目9

　　　　　　　　　　　23．505
　　　　　　　　　25．9ヨ目
。O拙舳123・7目7

1．0911・602

35，355

国話研究所に日本語教育センターを設置し、日本語教

員に対する研修や教材開発等を行っています。なお、

文部省では、留学生に対する日本語教育をはじめ、国

立大学における日本語数貝の養成、外国人日本語能力

試験や日一本語教育能力検定試験の実施、日本語教育施設

の質的向上を図るほか、公立学校の教員を日本語指導教

員として海外に漏遣する事業（RE　Xプログラム〕を行

うなど、日本語教育振興のための諸施策を講じています。

学習者数

　　＼

脳．020

35，767
　　　　幅一360

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．723
1，3目2Z1562洲㈹3，15目撒4・日媚

72、珊6

60．601

教員数

62，395

舶．95D

76．9仙

8320

脳ム。。。舳111・1㈹

昭和51 55　56　57　舶　59　60　61　62　63平成元

◆　日本語教育機関数の推移（図一15〕

2　　3　　4　　5　　－6

文化庁「日本話教育案態調査」1こよる。

機
関
数

機
関

1冊

F一
止．．．1

　　　2日1　290’ヨOO
宇…竺　　　　甲　r一一；

鎚9

〔

3フO

一31

珀日

日訓

1｝

【

】

日21r
8日2

【

9；；P

1，1個

【

1筆12

昭51
55

56　57　5目　59　60　日1　62　63 平元 2　　3　　司　　5　　6

文化庁「日本語教育実態調査」による。

　　　　　　　　　　　　　25



V　著作権制度の概要

（1）我が国の著作権制度

　著作椛制度は、文芸、音楽などの著作物の著作者に

対して、その人格的又は財産的利益の保護を図るとと

もに、文化的所産たる著作物を人々が適切に享受する

ことにも配噸しつつ、文化の発展に寄与することを目

①著作者の権利

的としています。

　文化庁では、近年の技術革新等による新しい著作物

利用手段の発展、普及などに対応して、逐次、時代に

適合した著作権制度の整備改善に努めています。

…書　　　作　　　物

著　　　作 者・

著・作者。の．権利の発生

著。作権一の保＝一 ｪ1期間

小説、音楽、美術、映画、コンピュータ・プログラム≡彗≡

著作物を創作した者

著作者の権利は、著作物を創作した時点て発生する（無方式主義〕。．

原則として、著作者の死後50年間

著作きの権利の内容

著作権の権利

著作者人格権
（著作者の人格的

利益を保護する権利〕

表権…未公表の著作物を公表するかどうか
　　　　　　等を決定する権利

著作権（財産権〕
（著作物の利用を許諾

したり禁止する権利〕

氏名表示権 著作物に著作者名の表示を付言がと
うか、及びし、かなる表示を付すかと

うかを決定する権利

同一性保一特権…著作物の内容や題号を著作者の意に
　　　　　　　　　　反して改変されなし、権利

複　　製 権…著作物を印刷、写真、複写、録音、
　　　録画その他の方法1：より有形的に再

　　　製する権利

上演権及ぴ演奏権…著作物を公に上演し、演奏する権利

放送権、有線送信…著作物を放送し、有線送信し、ある
権等　　　　　　し、は、放送、有線送信された著作物
　　　　　　　　　　を公に伝達百る権利

口　　述 権…言語の著作物置口頭て1公に伝える権
　　　利

尿　　示　　権…美術の著作物又は未発行の写真の著
　　　　　　　　　　作物を原作品によ．り公1こ展示する権

　　　　　　　　　　利

上映権及ぴ頒布権…映画の著作物を公1二上映し、その複

　　　　　　　　　　製物により頒布する権利

貸　　与 権…映画の著作物を除く著作物をその複
　　　製物の貸与により公衆に提供する権
　　　利

翻訳権、翻案権等…著作物置翻訳し、編曲し、変形し、

　　　　　　　　　　脚色し、映画化し、その他翻案する
　　　　　　　　　　権剥

二次的著作物の利…翻訳物、勘案物などの二次的著作物
用に関する権利　　　を利用する権利
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②著作隣接権

著　作　隣　接　権

著作隣接権の発生

著作隣接権の保護期間

著作物を公衆1こ伝達する者1こ与えられる権利

著作隣接権は・実演・レコード1≒放送、有線放送を行った時点で発生する（無方式主義〕。

実演等の行われたときから50年間

著作隣接権の内容（実演・しコード・放送、有線放送の利用を許諾レたり禁止する権利〕

一権利
償占権消滅後49年間〕

放送事業者の権利

（貸与権消滅幽。年間〕

有線放送菊菜者の権利

11鱗一
d111驚箕達権

11燃一
d簿驚蓑婁の議権

（2）最近の著作権法の主な改正

　我が国の著作権法は、明治32年に制定され、昭和45

年に全面改正されしまたが、最近では、レコードレン

タル業の出現、コンピュータ・プログラム、データベー

スなどの新しい保護対象の出現、海賊版対策の強化、

デジタル方式の複製などの技術革新などに伴う社会情

勢の変化に対応して、次のような著作権制度の改善を

行っています。

法．　　　律　　　　名 改　　正　　め　　概　　要 施　　行

著作権法の一部を改正する法律一｛昭和5阜年法律窮46号〕 貸与権の創設等
60．1．1

著作権法の一部を改正する法律｛昭和60年法律第62号〕 コンピュータ1プログラムの著作権法上の保睡の明確化等
61．1．1

著作権法の一部省改正する法像（昭和61年法律第64号〕 データベースの著作権法上の保…重の明確化、有線送信1こ関

Sる規定の整鼠有線放送覇業者の侯国等
62．1．1

著作権法の一部査改正する法律｛昭和63年法律第3喝〕 海賊版に関冒る規定の墜傭、著作蹟標権の保誼期間の延長
63．11．21

著作権法の一部を改正否葎法律（平成元年法律第鵯号〕 実演象等保護条約の締結1こ1傑う規定の整備
元．10．26一

著作権法の一部を改正する法律｛平成3一年法律第3碍〕 しコードの俣≡壼強化等
4．1．1

著作権法の一部査改正する法律（平成4年法律第106号〕 私的録音録画に係る禧償金幸一』慶の導入
5．6．1

著作権法及ぴ万国著作権法条約の実施に伴う著作権法の特

痰P二問豆る法律の一部看改正豆る法律（平成一6年法律窮112号〕

世界貿易捜囲協定の締結1こ1伴う輝定の鐘備
3．1．1

卯



V1宗教法人と宗務行政

（1）宗務行政の推進

　宗教法人制度の適正な迎用と、宗教法人の適正な管

理運営を確保するため、文化庁では以下のような事業

を行っています。

頭　　　　業． 内　　　　　　　　　　　　容

宗教法人法の施行1こ関するこ一ζ 宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散の認証なζ

宗教法人の管理運営の指導 都道府県における宗務行政轟務、担当者の研修会、包括宗教法人のための研究会

凾ﾌ実施、．指導審の作成など

宗教関係資料の収集・提供 宗教年鑑、宗務時報など、宗教に関百る統計資料の収集・作成・提供。宗教春情

ﾌ調査など

宗教法人審議会 宗教法人1こ対する不利益処分の審査そめ他の認証等にっし、て調査審議する機関

●宗教法人数
（平成6年12月31日現在〕

区分一

包一括 単　位

　・l　l－1

黶D
P

　　　そ倉一計一’刊

砺一
宗教法人 宗教法人 　　＿　　　！1．　　一

O　　　　一　．」
一轄． 系統 一

神　道　系
143

一
1犯≡

文 一

仏　教　系
157

一
一　r・5ブ11

部
キリスト教系

43
一 　　　■’

D． B・
S3－1．

大 諸　　　教
30

一 @．13σr
臣・

計
373

一
373

一都 神　道　系
7一 85，668 85；675

道 仏　教　系
1
1

7目．O02 一冊013
府 キリスト。教系

23

県
3，972・ ．3鍋；

知 …著．　　教
1 16，231 一一説3211

事
計

42 1－

W3．373 1・阻91・5
＿＝

自　　計 何5
・一 k。．一　一■一．一一一L■一　・　・。。一一

単位．宗一教．法人

包括一宗一教法人

神社、寺院、教会なとのよう1こ礼拝施設を備える法人

包括宗教法人の傘下にあるr被包括宗教法人」こ傘下になし、r単立宗教法人」がある

宗派、教派、教団のように神社、寺院、教会など春傘下に持つ法人
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（2）宗教法人法の一部改正

　社会の変化に対応して所轄庁がその責任を果たせる

ようにし、また、宗教法人の管理運営の民主性と透明

性を高めて、宗教法人制度のより適正な運用を確保す

るため平成7年12月に宗教法人法について最小限度の

改正を行いました。・

　主な改正点は以下のとおりです。

改　　　　正　　　　点 機　　　　　　　　　　　　　　　要

所轄庁の変更 他の都道府県内1こ境内建物を備える宗教法人及ぴ当該宗鼓法人を包括する宗教法人の所轄

（第。5条関係〕 庁を文部大臣とする。

事務所備付け馨類の見直し、 ’宗教法人は、・新たに毎年度定期的に収支計算習を作成しなければならなし、o（一ただし、作

所轄庁への捜出 成義務が免除される法人がある〕

（第25条関係） ’宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、役員名簿、財産目録、蚊支計算馨〔作成し

てし、る場合）、貸借対照表｛作成してし、る場合〕、境内建物1こ関する書類、事業に関する

書類の写しを所轄庁に提出しなければならなし、。

信者その他の利害関係人の 。宗筆法人は、信者その他の利害関係人であって、事務所備付け替類を閲覧することにつし、

閲覧 て正当な利益があり㌔かつ、閲覧請求が不当な目的なもので1なし、と認められる者から一請求

（第25条関係〕 があったときは、備付け警類を閲覧させなければならなし、o

所轄庁の報告徴収及ぴ質問 一所轄庁は、宗教法人が公益事業以外の事業め停止命令、認証の取消し、解散命令の請求の・

（第78条の2関係〕 要件に該当する疑し、があると認めるときは、あらかじめ宗教法人審議会の．意見を閉し、て、．

宗教法人の業務等の管理運営に関する事項に関し、報告各求め、又は職員に質問させるこ

とができる。

　なお、改正宗教法人法は、一部の規定を除き、公布

の日（平成7年12月15日）から1年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行されることとさ札て

います。
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V11文化財の保存と活用

　文化財は、我が国の歴史や文化を正しく理解するた

めになくてはならない．ものであると同時に、将来の文

化の向．ヒ発展の基礎となるものであり、このような国

民的財産である文化財の適切な保存・活用を図ること

は大変重要なことです。

　このため、国は、文化財保護按に基づき、文化財の

うち重要なものを指定・選定し、現状変更、修理、輸

出などに一定の茄1」隈を謂…す一方、有形の文化財（美術

工芸品、建造物など）については保存修理・防災・買一

上げ等により、また、無形の文化財（・芸能・工芸技術

など）については伝承者墾成や記録の作成等に対して

助成するなど、保存と活用のために必要な様々な措置

を講じています。

　また、平成8年度には、文化財保護制度を一層充実

させるため、文化財保護法を改正し、従来の指定制度

に加え．、新たに文化財登録制度を導入しました。

国宝「薬師如来及両脇侍像」（福島・勝常寺所蔵〕

’ヂい一

奴

1レー

寸＝・∵．．一．・・。。一．

．一＝一一【　1＝．…
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重要無形文化財「組踊｛万歳敵討〕」（沖縄県教育委員会提供〕

（1）文化財の保護の仕組み

①文化財保護の体系
　文化財の指定・選定及び登録は、文部大臣が文化財

保護審議会に諮問し、その答申を受けて行うこととなっ

文・化＝財．

ています。文化財等を種類ごとに整理すると次のよう

になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（璽要なもの〕

有形立花虹　　　　｛指定〕　　　　　重要‡化財

　〔建遣物〕

　〔美術工芸品〕絵画、彫刻、工芸品、鶴跡、考古資料、歴史資料等

　　　　　　　　　　　　　　　　　（保存と活用が特1こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要なもの）

　　　　　　　　　燈録〕　　　　登録有形文化財
　　　　　〔建造物〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傾要なもの〕

．無形文化財　　　　（指定〕　　　　牽要舞形文化財．

　演劇、音楽、工芸技術等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唾璽なもの〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　。重要舞形民俗立化財

．民俗文イビ財＝ @　（指定〕　　　　　　　腫婁なもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　董宰有鵬俗文碗二’

　　〔無形の民俗文化財〕衣食住、生業、信仰、

　　　　　　　　　　年中行事等に関百る風俗慣習、民俗芸能
　　〔有形の民俗文化財〕無形の民俗文化財に周し、られる衣臥

　　　　　　　　　　器具、家具等

（指定〕

…特に価値の高し、もの〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　（璽璽なもめ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．栗跡　　一｛指定〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　｛重要なもの〕

．記念物一 @　（指定〕　　　　名隣　　　　（指定〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　腫要なもの〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　；大寒吉己念物　　　　　（指定〕

　［遺跡〕貝塚、古墳、都城跡、旧宅等
　〔名勝〕庭固、・橋梁、渓谷、海浜、山岳等

　正動物、植物、地質鉱物〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1伝統的壷造物群
一伝統的建鞠群（市町村が条例により決定〕蹄嘩

　〔宿場町、城下町、農漁村等〕

　　　　　　　　　　　　　　一（保存の措置琶講ずる必要があるもの〕一

一支化財の保存技術　　　｛選定〕　　　　選定保存技術

　　〔文化財の保存に必要な枯料製作、修理・修復の技術等〕

｛特に…1…要なもの）

結型史跡．．＝

（特に重要なもの〕

傭．1＝重要なものj

（選定）

一時型天然記念物」

｛価値が特1こ高し、もの〕

・重要伝統的．建造一一

物群保存地区
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②文化財の指定件数

（平成3年6月1日現在〕

重要文化財 國 宝 1．P42

（美術工芸品） 9，782 （美術工芸品） 835

（建 逢　物〕 2．131 健・造　物〕 207

指

史跡名勝天然言己念物 2，526 特別史跡名勝天然言弓念物 157

（史 跡〕 1．349 （史 跡） 57

｛名 ・勝〕 262
（名 勝〕 28

（天然記念物） 915
（天然言己念物〕 72

重要有形民俗文化財 187

一定
重要舞形民俗文化財 169

重要無形文化財 （個人） （団体〕

〔芸 能） 30件（45人〕 11件
（工芸技術〕 32件｛一45人〕 13件

重要伝統的建造物群
選 保存地区 41地区

定
．選定保存技術

（個人〕 （団体）

33件｛36人） 16件

②重要無形文化財の保持者

32

一　　一　　　一　　　　　一

．種 類 個 人

団体
芸 能 雅 楽 ○件O人 1件1団体

能 楽・ 1 1

文 楽 3・6
1 1

歌舞伎
1 1

組 ・踊 1 1

音 薬 1317
舞． 踊

演 芸

小 計 3045 1111
・工芸1技術一 陶 萎 ．10件10人 2件2団体

染 織
一

一漆 芸

金 工 610
木竹工人 形

O・O掻 鍵

．OO手漉和紙
小 計 3245 1313
含 計 62件9P人 24件2個体

（平成目年6月1日現在〕

は〕無形文化財のうち重要なものが重要無形文化財に指定され、これらの技査葛痩に体現してし、る

　　ものが保持者又は保持回俸1こ認定されてし、る。このうら値入の保持巻は「人間国宝」と一般的

　　Iこ啄一；I＝オ1てし。、る。

◎重要伝統的煙造物群保存地区

●伝統的睡造物群保存対策調査実施地区

◎全国伝統的建造物郡保存地区一覧

〆

ξ

　直
。 卜

一1竹血町竹圃畠㈱縄県〕
○平村相愈帽山則

？上平村菅沼個山則

1函館市元町末広町｛北海道〕

　　　　　　　●
　　　　　　　　一・・．
　　　　　　I’．．　　　L．・’．

　　　　　　　　●

　　　　　　　　’・1　…
　　　　　　■　　　　　・｛

　　　　　　　　　一
　　　　　　一。　　　　　　I
　　　　　　　’　〆・
　　　　　．∫．．j1・
　　　　　　‘㍗・

　　　　　・’I・。
　　　　　’
　　　　　、　　’一、
　　　　　、’．　」一．
　　．、．∫I、ブづ　　｝

γ．・〆・、．　ノ

．、・・ _．アニ㌔料
．・■　’＾・、，・・一・一．．。・’！

　　　　●　、　　・
　●．’．’’・

一’・へ・’ゴ　　■U

　　　　　　　o

2弘前市仲町（青森県〕

目角館町角館（秋田県〕

13白」一1村萩町て岐阜県〕

1β京都市上賀茂僚都府〕

4下郷町大内宿（福島県〕

20築山町北（京都府）

17京都市産寧坂（京都府）

1畠京都市舐圓新橋｛京都府）

1日京都市壁幟鳥居本（京都膚）

22棚原市今井町〔奈良県）

27豊町御手洗（広島県〕

23矢田市大森銀山（島根県〕
ミ・・＝r）

・． @　‘．．

．　　　｝
■

、・．

。’

・、・・

2目萩市堀内地区（山口県〕
・　．

　　㌔。、　・

　　■　．・．．

　　’Iし…　、

蛙ざ、
騨・昂

　I6？’
　。．．　。

　～！

’2高山市三町｛岐阜県〕

日東部町海野宿（長野県〕

l1相川村奈良井（長野県）

lo南木箇町韮館宿｛長野県）

2ヨ萩市平安古地区（山口県）

目早川町赤沢。（山梨県）

　　　　　　　　○

　　　　　　　　口
訓布目ヨ市有田内山（佐賀則

　　　　　　　d
　　　　　　d

3信一長崎市東山手帳崎県〕

1ミ近江八橋市＾幡‘描賀県〕

・メ、。・寡

・す’一1＝ミ’’

　　　・一㍑、．

　　　　　■　　　　　・　　　　　’II．　　　　　．　　　　　’　　　　　一　　　　　．　　　　　一　　　　　，　　　　　一　　　　　‘●
　　　’I　一■・’■
　　　』■　　　　・

　　　　　　　　　　○
ヨ5長崎市南山芋｛長崎県）

3日出水市出水腫（鹿児島県〕

●

、．・

■．．’

●

｝　　●
’．

14関町関宿（三重県〕

21神戸市北野町山本通（兵匝黒）

呈5成羽町喚屋（岡山黒〕

四倉敷南倉徳川畔（岡山県）

3」脇町簡町（徳島県〕

32丸抱市壇飽本島町登臨（春川県〕

26竹原市竹原地区工広毘県）

ヨ3内子町八日市甑国幌盤県〕

ヨ。柳井市古市金屋仙口県〕

ヨ島日向市美点輝｛宮崎県〕

oo
ヨτ日衛市壼元j巴｛宮中寄県〕

柵知覧町知覧｛鹿児島県〕
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（2）文化財登録制痩の導入

　近年、近代を中心とした多様かつ大量の文化財につ

いて・その歴史的重要性の認，識が高まるとともに、開

発の進展、生活様式の変化等により、これらの文化財

が社会的評価を受ける間もなく、消滅の危機にさらさ

れている状況にあります。

　国民の貴重な財産である文化財を幅広く後世に引き

継いていくためには、文化財の保護手法の多様化を図

ll〕登録まで

り、文化財保護制度の充実を図る必要があります。

　このため、平成8年6月に文化財保護法の一蔀を改

正し、国及び地方公共団体の文化財指定制度を補完す

る制度として、届出制と指導・助言・勧告を基本とし

た緩やかな保護措置を講ずる文化財登録制度を建造物

について導入しました。

◎文化財登録制度の概要

・（事前相談・同意〕・・一

所
　
　
　
　
有
　
　
　
　
者

文化庁、関連学会等による調査・実態の把握

一関係地方＝

�､団体 文 部 大 臣

諮問 ② ’ 答申

文 化 ．財 保 譲 審 議 会

◎文化財登録原簿に登録

④官 報 ．に 告 一示

12〕登録後

登

録

有

形

文

化

財

の

所

有

者

現状。変更の届出（30目前〕

指導・一助言・勧告

所有者等。の一変更、滅失・
一さ損等・の届出　（事後一〕

公開　、　管理　・
に関豆る指導・

修理
助言

現状等の報告を求める

・支援擬1　　　　　川1
L撃灘鑑駿二1で2以内の軽減）1
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文

化

庁

（3）文化財保護のための施策

①近代の文化遺産の保存と活用
　近年における社会経済情勢の変化に伴い、歴史的な

評価が定まらず損壊の危機にある近代の文化遺産の適

切な保護を図るために、平成6年。9月から、近代の文

化遺産の保存と活用のあり方について調査研究を行っ

ており、保護すべき文化財の時期、対象等について検

討を進めています。

　なお、記念物及び建造物分野の報告は既にまとまり、

これを受け、従来の指定基準を改め、近代の文化遺産

の保護を行っています。

一難簸鰯1轟

重要文化財「読藩発電所施設（桃介橋）」（長野県南木曽町）

重…要文化財「岡山県立津山高等学校本館」（岡山県津山市）
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②　世界遺産
　I趾界遺薙条約は、地球上に存在する様々な文化遺産、

自然遺産を・雌界の全ての人にとってかけがえのない遮

遊として保護していこうとする考えから、噌和47年に

ユネスコ総会で採択されました。7年ユ2月現在ユ44か

国が加1盟しており、日本は平成4隼に加盟しています。

　世界遺産委員会では、世界各国からの推薦に基づき

・世界遺産リストを作成しています。日本からは文化遺

産として4件が登録され、このほか平成7年度に2件

を推薦しました。自然遺産としては2件が登録されて

います。

●　一世界遺産一覧表に登録されてし、るもの（平成8。年6月現在）

　〔文化適産〕

　　　○　法隆寺地域の仏教建造物　　　　　　　　　　　　　O

　　　○　古都京都の文化財（京都市、宇治市、大津市〕　　　○

　〔自然適産〕

　　　○白神山地　　　　○屋久島
●　世界遺産一覧表への章録を推薦してし、るもの

　　　○　厳島神社　　　　　　○原爆ドーム

姫路城

自川郷・五箇山の合掌造り築落

「法隆寺地域の仏教建造物」 「姫路城」
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「古都京都の文化財（京部市、宇治市、大津市〕」 「白川郷・五箇山の合掌造り集落」

③　震災対策
　平成7年ユ月に発生した阪辛11・淡路大震災では、文

化財も多数の被害を受けました。文化庁では、被害を

受けた重要文化財である建造物等の復旧等に全力で取

り組んでいます（平成8年5月現在：大きな被害を受

けた重要文化財建造物箸85件のうち約8割が復旧〕。

　また、その被害状況にかんがみ、重要文化財（建造

物、美術工芸品）の耐震性能の向上や有効な防災対策、

災害発生時の安全対策等について検討を行っています。

阪神・淡路大震災て1被害を受け、平成3年3月に復1目した重要文化財「小林家

住宅く萌黄の館〕」傭戸市北野町山本通、伝統的建造物群保存地区内1こ1所在〕

④その他の施策
　このほか、文化財の保存と活用のために、文化庁で

は次のような様々な施策を実施しています口

施　　策　　一　　　　　　概　　　　　　　　　要 。平成8年度予算額

11〕国宝・重要文化財等の保全事業の促進等 108億233万円

一一．①建造物・美術工芸品 国有文化財の保存修理等に要する経費及ぴ所有者又は管理団体等が行う重 フ5億1，400万円一

の凛存修理等 要文化財の保存修理、防災施設等の設置に対して補助

②国宝・愛妾文化財等 国宝・重要文化財等の散逸を防止百るため、国が直接購入 22億9泊99万円

の買上げ

．＝③伝続的建造物群の保一 市町村か行う重要伝統的建造物群保存地区｛歴史的集落・町並み）内の建 7億8，802万円

存修理等 造物等の保存修理、防災施設の設置等に対する補助

④伝統文化の活用推進 貴重な文化財の活用を図るため、公演覇業や公開覇業など琶行う経費 2億632万円

②　伝統芸能の伝承 75億9，709万円

Φ無形・民俗文化財伝 文化財の保存技術の後継者養成のための経費及ぴ無形文化財、民俗文化財 lO億2，035万円

承助成等 並びに文化財保存技術の伝承事業に対する補助’

一②日本芸術文化振興会． 伝統芸能の公開、伝承者養成等を目的として、日本芸術文化振興会が設置 65億7．67蛎円

運営蜜補助等一 する国立劇場の運営に要する経彊の補助等
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施　　．策一　　　　　　　概　　　　　　　　要 平成8年度子算額．

13〕史跡等整備・活用 193億6，397万円

，」凸一■・一’□L■I1・■・一・

＝・①史跡等公有化助成 史跡等を開発から保全し・酒用を図るため、地方公兵団体が行う史跡等の 1．28億2，971万円

公有化に対して補助

＝②史跡等整備・活用揮 史跡等にっし、て保全修理、防災施設設備等の整備、平城富跡及ぴ飛鳥・雇

業
31億6，750万円

原宮跡の保存整備等

古代ロマン再生姦業 大規模な遺跡等の全容を再現し、往時の人間生活の全容を学び体験できる 4億円
（木親襖遺跡総鵠鰯業〕 施設として、遺跡の復元的確傭、学習施設等の整傭を行う

ふ青さ。と歴史の広場一 歴史的建造物の復元・全体模型の設置、遺構展示施設やガイダンス施設の 12億円
使跡讐活用特別事業〕 建設なこにより主体的に遺跡を表現する。

地域中核史跡等整備 かつて地鐵の政治、経済・社会、文化の中心として機能してし、た史跡なご

特別事業
4億3，750万円

を視覚的に体験できる復元や、管理運営施設を建設するなどして整備する

歴史の道整備渚用推 古道や運河等の「歴史の道」や、これと密接1こ結ひっし、た交通遺跡等を復 。2億万円

進事業 允したり、道にかかわる情報発信施設を整備する

天然言己念物堅偏活用一 天然記念物にっし、てその学術的価値や現況等1＝応し1て野外観察施設や学習 1億9；500万円
事業 施設等著有機的1こ設置するなどの整備を行う。

③埋蔵文化財調査等の。 開発事業と埋蔵文化財との調整を図るため、個人等が行う事業につしに、 33億6，676万円
発案 地方公共団体が行う圏査に対して補助等

埋蔵立化財センター 埋蔵文化行事を進める上で必要な発掘調査機能、出土品等の管理機能、展 7億3，500万円

示学習機能なご地域の実情1こ即した施設建設に対百る補助

恥11…：嚢

静ごu
1；◎㌧“
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史跡「三リ城古墳」〔広島県牽広島市）

Vl11文化の国際交流・協力

　文化は、異文化との交流を適じ、相互に刺激し合う

ことによって発展するものであり、国境を越えた芸術

文化活動の展開は我が国の文化を振興するためにも不

可欠であると同時に、我が国が文化面で世界に貢献す

るためにも重要です。

　このため・、次のような文化の国際交流に関する施策

を実施しています。

施　　　　　策 概　　　　　　　　要 平成8年度予算額

1　芸術家・専門象の派遣、

招へし、等

O〕海外優秀芸術家等招へ 海外の優れた芸術家、文化財専門家等琶招へし、し、我が国の芸術家等・ 3，120万円

し、事業 に対百る指導や共同制作・共同研究による交流等を実施。

・12〕文化による国際貢献に 我が国と諸外国における文化行政等の状況を把握し、その有効な施策 2，612万円

関する調査研究 の在り方にっし、て調査研究査行う～＝ともに国際シンポジウム等を開催す

る。

＝制　芸術フェローシ・ツブ

①海外芸術家招へし、研修 海外の若手芸術家を招へし、し、我が国1二おける研修や我が国若手芸術 5．9η万円

家との交流の機会査提供。

②芸術家在外研修 音楽、舞鼠演劇、美術、舞台美術等の各分野の若手芸術家を海外に 3億6，934万円

派遣し、専門分野における実際的な研修の機会を提供。

2　展覧会1二、公演等によ

る交流

。1＝1〕国際芸術交流推進事業 海外フェスティパ九等への参加や二国間舞台芸術交流など国際芸術交 8億7，420万円

（アーツプラン21一〕． 流を推進。

12〕アジア・アート・フ。エス アジア近隣諸国から現代舞台芸術等を招へし、し、我が国の芸術家・芸 4，907万円

ティパル 術団体と共演を行う。

一13〕近作目本映画の字幕作 優れた近作目本映画を世界各地の国際映画祭に現地の字幕琶つけて出 9刀万円

．成事業 吊し、日本映画の紹介き行う。

ω海外展 欧米、アジア各国におし、て、日本の優れた文化財を紹介する海外展を 8，206万円

開催回

．⑤　博物館等海外交流古美 我が国の国立博物館（東京、京都、奈良〕こ8本古美術品を所蔵して 2，934万円

術展 し、る海外の博物館等との間で日本古美術品等を中心とした交流展を相互

に開催。

⑥　国際民俗芸能フェステイ 日本の民俗芸能とそれらに関連豆る海外の民俗芸能を一堂に葉め・民 5，399万円

バル 俗芸能公演やシッポジウムを開催。

・ω　国民文化国際交流事業・ 国民文化祭及ぴ全国高等学校総合文化祭査中心こして、海外の脅少年 1億821万円

及ぴアマチュア文化活動の指導者等の招へし、・派追及ぴ研修事業を実施
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施　　　　策 概　　　　　　　　要 平成8年度予算額

3　著作権制度の普及促進

11・〕ア・シア地域著作権制度 アジア・太平洋地域著作権・著作隣接権国際シンポジウム、日本セの 1，797万円

普及促進事業 専門家研修プログラム、プIショナルセミナーへの専門家の派適等を実施。

。（ApACEプログラム）

4　文化道産保存修復協力

工　技術協力・共同研究

・O〕中国教爆莫高窟壁画等 中国教爆算高窟の整圃・仏像等の保全修復のための日中共同研究警を
凍存修復共同研究

3，021万円

実施。

一112〕スミソニア：ノ研究機構 米国のスミソニアン研究機構と文化庁との闇で文化財の保存修復に関 460万円
との国際研究交流 する国際的・学術的な研究交流・協力を実施。

㈹　南アジア仏教遺跡保存 インドやアフガニスタンなどの仏教遺跡にっし、て科学的な保存処置に 1，395万円

整備に関する基礎的共同 関する調査研究、共同研究等を実施。

研究

＝ω　アジア・大平洋地域文一 アジア・大平洋地域の歴史的建造物の保存修復にっし1て技術協力を実 748万円
化財建造物保存修復協カー 施。

15〕．アッコール文化遺産保 アシュール文化適産保護に携わるカンボジアの研究者と、保存修復及

護に蘭する研究肋
2，727万円

ぴ環境整備等を中心とする共同研究を実施。

．1個〕在外目本古美術品修復 在外の博物館・美術館が所蔵する日本古美術品で緊急に修復を必要と 3，305万円
協力 する重要文化財級の作品を対象として修復協力を行う。

1刀在外日本古美術品1こ係 日本古美術品を所蔵してし、る欧米の博物館等の修理技術者、学芸員と 2，196万円

る博物館・美術館研究協 日本の修理技術者・学芸員との間で・日本古美術品の取扱い及び保存・

カ事業 管理に関する研究協力を行う。

＝幅1一文化財の保存修復技術 文化財の保存修復に周し、られる新素材にっし、て国際共同研究を実施。

に関する国際共同研究
1，810万円

価〕文化財の保存を目一的と 近年急速1こ劣化現象が進んでし、る国内・外に所存するしンが造文化財
497万円

したレンガの劣化現象と の保存に関する研究及ぴ対策の開発を実施。

保存対剰こ関する調査研

究

：⑫　文化財に．おける環境汚

染の影響と修復技術の研

近年・深刻な問題1こなってし、る環境汚染から文化財を保護す芦ため、
8，000万円

これらの問題琶抱えたφ園や韓国等と協力して共同研究琶実施。

究協力

O1〕無形の文化財の保護に アジ〕コ諸国等の無形の文化財の保存と継承に関する諸問題にっし、て、
459万円

関する研究協力 専門家1こよる国際会議を開催するなど、調査研究を行う。
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施　　　　策 概　　　　　　　要 平成ε年度予算額

○目．文化財保護に係る国際

機関等との連携協・力．1．；関

国際的に文化財保護の活動を行ってし、る機関ζの連携や協力体制、そ
258万円

の在り方等1ごっし、て調査研究を行う。

する言圏査研究

．⑬文化財保護に蘭百る目 歴史的建造物の文化財材質の劣化機構の解明こ適切な保存方法に関す

独学術交流
486万円

る共同所鬼科学的な調査研究法に関しての人的交流や研究会の開催を

行う。

○靱　アジアーにおける吉代都一 考古学的な調査法を駆使し遺跡の性格を正しく把握すると．とも1こ1保存
5．OOO万円

城適跡の研究と保存に1関 整備に対する基本橋想を作成し、日本の都城研究への活用、アジア各国

する研究協力 の都城遺跡の研究と保存に資する。

皿招へし、研修

＝㈲　アジ．ア言者国博物館・美 アジア諸国博物館・美術館の研究者等を招へし、レ、日本の誇る古美術 534万円
術館研究協力事業 品等の保存修復技術の実地研修の機会香提倶するとともに、日本の研究一

者との研究交流を図る。

㈹和紙文化財保存修復国 各国の紙製文化財保存修復関係者を日本1こ招き、和紙を周し、た修復技 1．O02万円

際研修事業 術にっし、て研修を実施する。

○刃文化財保護分野・博物 諸外国の文化財保護行政担当者、遺跡発掘の技術者、博物館・美術館 415万円
館等における地方白治体 の専門職員等の地方目治体への受入れ事業を支援。

職員の国際協力・交流の

支援

一皿　国際研究集会の開催等

⑱　文化財に関する国際シ 各国の文化財保存に関する研究実績及びその現状を学び、修復技術の 一606万円

ンポジウム 交流を図ることを目的とした国際シ．ンポジウムを開催。

一〇割1アジア文化財保存セミ． アジア諸国の研究者等を招へいし、文化財の保存に関する国際セミナー 792万円

ナー を開催。

㎜　世界通産保護推進賢一 世界道産条約に基づ……、我が国の道産の推薦を推進するとともに、国 2i984万円

際的専門家会言蓋への参画及ぴ世界過産保護への国民の関心・意欲査高め

るq

w　体制整備

臣1〕一国際文化財保存修復協 国際共同研究・情報の収集と提供・人材の養成を柱とした国際的な協 983万円

カセンター連営 カセンターを運営し、文化財保存分野での国際協力を実施。
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●最近の海外古美術展の開催状況

展示会の名称 会　　場　・会　　期 主　　　催　　　者 内　　　　　　　容

近担水墨画展 米国 文化庁

ロサンゼルスカウンティー美 口廿ンゼルスカウンティー
桃山、江戸時代の水墨画毒中心に橘成し、

術館
永徳、等伯なとめ障壁画から大雅、蕪村なご

60．．3．目山5．12
の文人画琶中心1＝目由な表現琶特色としたも

のを展示、紹介。

．日本陶磁名品展 スウェーデン

国立東アジア博物館 文化庁

国際交流墨金
日本陶磁史の発展の歴史と造形美術を縄文

（ストリクホルム〕
国立東アジア博物館

時代から明治時代1こ至るおよそ七千年にわた

60．6．4～7．2日 る陶磁器類の代表的作品から楯成したもの。

哲用と室町水長 米国 文化庁
画展 デトロイト美術館 デトロイト美術館

雪舟琶中心に室町水墨画の表現と歴史琶紹

611014山1214 ホノル几美術館
介す乱文化財琶通してのアメリカ合衆国こ

ホノルル美術館
の永し、交流のなかで、。室町時代の水墨画だけ

62121～315
の展覧会は本居が初めてのもの。

四季一日本の美 西ドイツ
一価一展

文化庁・国際交流基金
ハンブルク特別市工芸美術露 ハンブルク特別市工；≡…美術館

時に自然琶題堀とした絵画、工芸品の妓々

62．9．16～11．日
琶紹介し叙偶感あふれる日本美術（主として

江戸時代の美術〕琶広く紹介したものd

大名美術展 米国

一武士文化の劉
文化庁・国際交流基金

ナショナルギやラリー東館 ナシヨプー几ギャラリー
φ胆及ぴ近世の文化・美術の創造者であり、

造と発展 63」10．30山元．1．23 協力1外務省
歴董者であった日本武将の姿とその文化め在

り方壷絵画、彫刻、工芸品、薔跡の全ての領
域から名品を遠ぴ展示。

日本美術におけ ペルキー

葎人間像展
文化庁・国際交流基金

パレデボザール ユーロパリア・イ：ノダーナショナ」し

古代から近世1こかけての日本美術1こおける

元．9．2τ一11．26 ファウンデーション
人間の姿書主題として、これ春意匠化した絵

ユー□パリア囲・ジャパンコ三リテイー

画、彫刻及ぴ考古資料査紹介したもの。ユー口

パリア目本祭1こ1おける日本政府の特別企画展。

・着沖展 米国 文化庁
アジアソサイエテイーギャラ アジアソザイエテイーギャラリー

江戸時代中期、花鳥画を中心に個性的な作

リー ロサンゼルスカウンテイーミエージ
品琶描き適し、近年ますます評価行高し、画家、

ロザンゼルスカウ万イー三ユー アム
伊藤若沖の主要な作品琶紹介百る。従来の特

シアム
定の分野を主題として総合的に行う海外展と

元．10．5～12．6
は趣香具にしており、個人作家の展覧会とし

元．12．21～2．2．13
ては初めてのもの。

ヨ≡朝貴族の美術 米国
一展

文化庁
ポストン美術嬉 ポス．トン美術囲

平安時代後期（夢原時代）1こは、宮廷琶φ

2．10．16～11．25
心とした豊かなヨ≡朝文化が開花し、優美典雅

な表現の優れた作品が作られた。本震は、目

本美術の大．きな流れを形成する王朝美術こそ

の伝繍の行方琶平安、鎌倉時代の作品吾中心

こ展示、紹介言る。

・日本陶磁の源流 米国

展
文化庁

1目Mギャラリー ジャパンソサエティー
0やきもの一文化は、縄文時代から古墳時

2．12．11～3．2．．9
代の土器、土鳳埴鯖に示される独白の造形

葵琶現出言るなと古代工芸美術の大きな涜れ

琶摺成し、中近世陶磁文化の塁礎ともなって

発展する。本属は、こうした一やきもの一か

ら日本の古代文化の流れを把握できる作品査

展、示紹介する。

鎌倉彫刻展 英国

犬簗博物館

割9．17山11．24

文化庁　　　　　　　　　　　　　　　高し、写実性含有し、ヨー□リパの人々にも国際交流基金　　　　　　　　　　　親しみやすし、特色琶もつ鎌倉時代の彫刻の名大笑憾物産　　　　　　　　　　　　品を展示、紹介する。ジャパン　ソサエティ■

設立百周年記念「ジャパン　つエスティバル

991」における日本政府協賛の中心行癖
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展示会の名称 会　場　・会　期 主　　催　　者 内　　　　　　　容

十六世紀め美術 米国
展

文化庁
クリーブランド美術館 ク■」一ブランド美術露

日本美術・文化史上の変換潮であつた中世一

3．lO．20－12．1
から近置1こかけての多様な美の諸相看絵画・・

工芸品により紹介百る。中出的伝統美琶裸ち

ながらも、自由で淺剰としたi…」造性に満ち溢一

れた強富の美意謝琶示す作品により多様な識

が国の美的世界を改めて米国民1：紹介し、友

好1こ資百る。

古代の日本屋 米国 文化庁
アーサー・M・サリグラーキヤ アー甘一・M・サリグラーギャラリー

噴石器時代から奈良時代目…での出‡遺物置

ラリー
中心に日本文化の特色と歴史的流れを、名時一

一．3．9山11．1
代看特徴づける代表的な考古遺物で総合的1＝一

展示。

禅の美術展 スイス 文化庁
リートペ几グ美術館 京部国立博物館

チューリリヒ国際目本祭琶記念して、禅文

5．3．7一一．1目 リートベルク美術館
化の流れの申で産み出された美術作品、さら

に・目1た申出の重要な禅院に時代を経て収蔵さ

れてきた作品看展示、両国の相互理解と友好

親善に資言る。

黄金の美術 スペイン 文化庁
サムライと辰商 ベラスケス宮殿 国際交流墓金

スペイン帝国の最盛期、つエI」ぺ2世と同．

の文化 6．11．22～7．2．19 スペイン王国文化省
時代の豊臣秀吉1こ焦点琶当乙当碕の文化の

交流、武士や商人琶中心とした生活文化填ぴ

美術者紹介百る。

信仰と美 イタI」ア 文化庁
日本美術伽D年 ローマ市立展示露 国際交流基金

縄文時代から室町持代1ご至る時代を、宗致

の歴史書辿る 7．11．15甲目．1．15 ローマ市立展示塵
と共1こ生活に根ざした文化及ぴ濫費；≡…術を申

小1こ、日本人々心のよりここうとした造形美
イタリア共和国外務省 術品で樋成する展覧会

ド
．！三．く

ローマ「信仰こ美 日本美術4000年の歴史琶辿る」（平成7．11．15…3．1．15）
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lX　文化行政における情報化の推進
　　　　　　　　　　　　　　文化情報総合システムの整備

　今日、高度情報通信社会の構築が進みつつあり、一

方で、国民の文化志向の高まりと広がりが見られます。

文化庁では、情報化の進展に伴い、文化に関する総合

的な情報発信を行・うための基盤の整備として、文化構

報総合システムの整備を進めています。文化情報総合

システムは、次の3つの情報システムからなっています。

①文化財情報システム・美術情報システム
　　国立博物館、国立美術館及ぴ国立文化財研究所では、各機関が所有する所蔵品や文化財に関する情報をデー

　タベース化し、各機関がインターネリトを利用して情報を国内外に提供するr文化財情報システム・美術情報

　システム」の構築を進めてしほす。また、将来的には、全国レベルでの総合的な検索システムの構築を目指し

　てし、ます。

〈構想図〉

公私立博物館一・美術館

｛インターネリト経由〕

文化庁一一．

一東京国立

文化財研究所

※　h廿p一＝ノ“州（冊．tobunk巳n．go．jp

一京都国立

博物館

※柑P：／ww．kyohaku．9o．jp

一奈良国立

博物館

※肚tP1／WwW．n自r3haku．90．jp

　　東京国立博物館

　　博物館・美術館
収蔵品情報ネツトワ・一クー

※h廿P　l／WWW．tnm．90．jp

学術情報ネットワーク

奈良国立文化財研究所

　不動産文化貝オ情報

　　ネリトウーグ

東京国立

近代美術館

※h廿P1／wwW．mOmat．9P．jp

国立西洋美術館

京郡軍車

近代美術革

※h廿P1／www．momak．9o．jp

（インターネリト経由〕

国立国際美術館

各犬学等の情報
処理センター等

公私車埠戯文化財センター　一 大学共同利用機関

※　平成自年6月現在インターネットホームページを試験的に開設中

②地域文化情報システム

　　地方公共団体や公立文化施設が文化に関する施策の立案や公演事業琶企画するために必要な情報看提供百るとともIこ、

　…芸術団体と公立文化会館の相互で芸術文化槽報の交流を促進百るた弧パソコン通信ネリトワーク「地域文化橘報シス

　テム」の整備を進めていま百。

〈概念図〉

芸術家・

芸術団体

公立一文化一

会鎗

データベース

・公立文化施設情報

・芸術家・芸術団体情報

・文化行政情報

文化行政
担当者一

③現代舞台芸術情報システム

　　平成9年10月開場に向けて準備
　を進めている新国立劇場では、現

　代舞台書…1術に関する中核的施設と

　して機能するために、新国立劇場

　における公演を中心1こ現代舞台芸

　術全般にわたって必要な情報・資

　料を収集・保存し、マルチメデイ

　アにより一般の愛好者から芸術家

　・文化会館関係者・研究者まで幅

　広く提供する機能琶もつr現代舞

　台芸術情報システム」の整備を準

　めてしほ百。

＜構想図＞

．現代舞台芸術情報システム

オペラ・バレエ．・現代舞踊・現代演劇等現代舞台芸術の資料・

情報の収集・保存・公開

　目主公…買情報

　出演者情報

海外劇場関連情報

　図書資料情報

視聴覚資料情報

マルチメディアによる提供

（動画・静止画・昔声・文字〕．
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X　国立文化施設

（1）国立劇場

国立劇場本館・．演芸資料館 国立劇場能楽堂 国立劇場文楽劇場

主として我が国古来の伝承的な芸能 能楽の公演、能楽の伝承者め養成、資 主こして文案の公演、文楽技芸員の伝

（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、邦楽、邦 料収集、調査研究等 承者の養成、資料収集、調査研究等

舞、民俗芸能、大衆芸能等〕の公開、

伝承者の養成、資料収集、調査研究等

施　設 施　設 施　設

く大劇場〉 く能舞台〉 く文楽劇場〉一

総一席数　1，616席 座席数591席 総席数753席
主な公演一歌舞伎、民俗芸能、雅楽 主な公演能、狂言 主な公演　文楽．、舞踊、邦楽、民俗

く省劇場〉 芸能、大衆芸能、歌舞伎・、

総席数59億一 素浄瑠璃

主な公演　文楽、歌舞伎、舞踊、 く小ホール〉

邦楽、民俗芸能、中世芸 座席数　159席

能、琉球芸能 主な公演犬聚芸能

〈演芸場〉

総席数300席
主な公演　寄席（落書薔その他〕

●麹呵警窺霧 国立能楽堂
松屋呵筋

新宿通り

圏立

文楽劇場

＾
地

下一

道
鉄

国立劇場

演芸場
頓

首 ．．

x
千日I

地下鉄 墾 ・川
前

有楽呵線 津
局

線
v

半蔵門線 里
果
纐

速

永田団用 騒高裁判所
青山通り

ロロ

4
□
万
親 千

駄
国立国会図蕃館

●三和銀行
赤田苛臨 ケ 目本橋

内 栗京体育館● 谷 く地下鉄堺簡勧

冨会譲箏堂
濠
通

駅

り一

地下鉄有楽靭線「永田靱」駅

下軍，徒歩5分

地下鉄拳蔵門親「永田呵」駅 ［r羊駄ケ谷」駅下車．徒歩5分コ

下軍、徒歩3分
工鵠。厩課灘1

〒1q2東京都千代日ヨ区隼町4番1号 〒151東京都渋谷区干駄ケ谷 〒542大阪市中奥区目本橋

4丁目18番1号 1丁目12番10号

TEL｛03〕3265－741「 TEL（03〕3423－1331 TEL｛06〕212－2351
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（2）新国立劇場

　我が国のオペラ、バレエ、現代舞踊、現代滅劇など

の現代舞台芸術の一層の振興、普及を図るとともに、

国際芸術文化交流の拠点とするため新国立劇場の整備

を進めています。（平成9年10月開甥・予定）

施・ 設 め 鶴 要 オペラ渕場（1，800席程度〕・ オペラ、パし工の専用劇場、四面舞台

中　　劇 場｛1，ooo席程度）・ 演劇、現代舞踊を中心とした劇場四面舞台

小　測　場（ 450席程度）・ 案験的な1寅劇等の劇場、可変式舞台

○所　在地 渋谷区本町

（京王新線初台駅すく）

○延床面積 68，300㎡ 敷地面積 28，500㎡

事 業 ○公演事業・・ 現代舞台芸術の公…寅

○研修華業・・ 芸術家・舞台技術者等の研修

○調査情報事業・・ 現代舞台芸術情報の収集・公開

．開場記念公演 ・オペラ 「タケル・TAK　E　R　U」「ローエンク．1」ン」「アイーダ」

・パレエ 「眠れる森の美女」「くるみ劃り人形」「梵筆の竪」

・現代舞麗 「現代舞踊マスターワーク・ス」「現代舞踊パノラマ展」

・演劇 「銅簸をならした男」「夜明け前」「リア王」「嬢街道」

新国立劇場 中劇場〔予想図〕
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（3）国立美術館・博物館

東京國立近代美術露 東京国．立近代美術館
（つイルムセンター）

一近代美術に関する作品等の収集、保管、陳列及ぴ調査研 日本及ぴ世界の映画フ・イルムや映画県警資料の収集・保

究 存及びこれらに関する調査研究．

開館時間　一10：OO～17：OO［入館は16：30まで］ 開映時刻一大ホール／火…金　　15100，18：30

（夜間開館〕一10：OO…20；OO［入館19＝30まで］ 土・目・祝　13：OO，16＝OO

原貝鵯として春分の目から秋分の日までの 小ホール／火～金　　181「5

間の毎…圏金曜目 土・目・祝　15：OO

展示室／火～目　　10＝30～18100

休館日一竃週月躍目［月曜目が休日の場合はその翌日］ 休館目一月曜目（当分の間日躍目は休電）

奉末年始［12月28目～翌年1月4日コ 年末年始［r2月23日～翌年1月4目］

交　通 交通

北
一の ●穐学技術館 ’　一　■ 東 八重洲通り

丸
公

泉
駅

●ブリヂストン

圓 美術館

北の丸公園

第1駐車場

さくら銀行
●　1一一一一1

第北
二の

J ミし．」

駐丸
R

東京国立 毎日新聞社 山 東京国立
車公
場圓 近代美術館

● 手 近代美術館

く地下鉄東国線）
線 フィルムセ ンター

竹橋駅

濠一

有
楽

北桔橋門 町
駅

皇居東御苑
外 中 昭
堀 史 和
通 通 通
り り り

［犠欝軍，穣歩、分1
［豊鷲1「薔呵」駅1

〒102東京都干代日目区北の丸公圓3 〒104東京都中央区京橋3－7－6

TEL（03〕3214－2561｛代） TEL（03）3561－0823

京都国立近代美術館 国　立　西　洋　美　術　舘

近代美術に関する作品等の収築、保管、陳列及ぴ調査研 つランス政府から寄鍵返還された松方コしクシヨン及ぴ

ｻの他の西洋美術に関する作晶等の収集、俣百、陳列及

ﾒ調査研究

開露時間　一9：30～17100［入露は16：30まで］

i夜間開館）一原則として4月山10月の毎週金曜目

@　　　　　　9＝30川20＝OO［入館は19130まで］

闇館時閤一9：30～17：00［入館は16＝30まで］

o夜間開館〕一原則こして4月川10月の毎週金曜目

@　　　　　　9130川20100［入館は19130まで］

休館目一毎週月曜目［月躍日が休目の場合はその翌目コ

@　　　　　年末年始［12月28目H1月4日］

休露日一毎週月躍日［月曜目が休館の場合はその翌目コ

@　　　　　年未年始［12月23日～1月4日］

交　通

ﾍ原呵通り

交　通

　　　　　　　■
l　　　　　　　二旦　　　　　　　　　良束　　　　　　　　　　　宋

ﾊ　　　　　通
閨@　　　　　り

上野働物圓

@　●

　　●
撃P京都美術態剰11

三条駅
京阪本濠

●東京国立

@博物館

●東京
@文化会館

国立西洋

?p館
東大路通り　　　　　　三璽

公圓口

J　R上聾鰯

　　　　　　　　　　姦山

@　　　　　　［穣欝雫車，徒歩。分1

ｧ606京都市左京区岡崎円勝寺町（岡崎公園内〕

@　　TEL（075〕761－4111

　　　　　　　　［鮎夢」駅下箪1

ｧ110東京都台東区上野公園7－7

@　　1’EL（03〕3828－5131
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国　立　國　際　美　術　館 東　京　国　立　博　物　館

日本美術の発展と世界の美術この関連を明らかにするた 日本及ぴ東洋…着地域の有形文化財の収集、保管・陳列及

めに必要な美術に関する作品等の収集、保管、陳列及ぴ ぴ調査研究

調査研究

開館時間一10130～。17：OO［入館は16：30まで］ 開館時間一9＝00山16＝30［入館は16100までコ

（夜間開館〕一原則こして4月～10月の毎週金躍目 （夜間開館目）一9：OO～20：OO毎週金曜日

10：30～2q＝OO［入館は19：30まで］ ［入館は19130ま之］

休館目一毎…圏小躍日［水曜日が休日の場合はその翌日］ 休館日一毎週月曜目［月曜目が休日の場合はその翌日］

年末年始［12月28日～1月4目］ 年末年始［12月26目～1月3目コ
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陽 館園 一貿 国立斜学縛物館
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一言己 塔 思
文

国立西洋葵術館
念

●

公 些●

園

駅
西
館

公圓口

J　R上野駅
名神高1冨≡道筋

中国自動車道

及び中夷墳状親

［醸｛女ル「万博記念公圓」駅下車・1

JRr洗木」駅より
［隷募」駅下車1

エキスプランド方面近鉄バス・阪急パス
目本塵園前下箪，．徒歩10分

〒565犬阪府吹田市手里万博公園10－4 〒110東京都台東区上野公園13番9号

TEL（06〕876－24B1 TEL　〔03〕3322－1111

京　都　国　立　博　物　館

主として京都文化を中心にした有形文化財の収集、保管、

陳列及ぴ調査研究

開館時間一9：OO～16：30［入薗は16100まで］

（夜閤開館日）一9100～20100毎週金躍目

　　　　　　　［入館は19：30まで］

休館目一毎週月曜目［月曜目が休目の場合はその翌目コ

　　　　　年末年始［12月26日川1月．3目］
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［萎罐暴阪七条」駅下南1

晦磯麗酪にて1
［灘物館’三十三間餉下車・1

＝F605　　京者晋市巨重巨u」区姜責屋…田J527

　　　TEL（075）541－1151

奈良国立博物館・

主として仏教美術品等の有形文化財の収築、保管、陳列

及ぴ調査研究

開館時閻一9＝OO川16130［入館は16100まて］

（夜間開館目〕一　9＝OO～19＝30毎週金躍目

　　　　　　　［入露は19：00まで］

休館日一毎週月躍自［月躍目が休目の場合はその翌日コ

　　　　　年末年始［12月26目～1月3目］

交　通

●
東犬寺
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奈良県庁
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近銭奈良駅
奈良国立博物館
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●輿橿寺

≒
i
」
1

一．　＿　．

［近鉄「奈良」駅下車、撞歩15分］

三条運り

〒630奈良市登大路晒O番地

　　　TEL｛0742〕22－7771
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（4）研究所

国立国語研究所

東京国立文化財研究所

余曳国立文化財研究所

国語及ぴ国民の言書吾生活に関する科学的調査研究

主と．して美術、芸能及ぴ文化財の保存に関する科学的な調査研究

主とレて歴史、美術、建造物の実物1こ即した調査研究及ぴ平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡の発掘調査

（5） 日本芸術院

文化庁に特別の機卿として日本芸術院が雌がれています・

日本芸術院 芸術上の功績顕著な芸術家優遇のための栄誉機関。芸術1こ関する愛要事項の審議

52

重要文化財「1日帝国奈良博物館本館」〔奈良国立博物館本重宣）

目比査公園

　　文化庁長官官房総務課
〒100東京部干代田区盤ヶ関3丁目2番2号

　　電話　代表03（3581〕4211
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